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工事監査の結果について （報告） 

 

地方自治法第１９９条第１項及び第５項の規定に基づき、工事監査を実施し

たので、その結果を同条第９項の規定により報告します。 
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第１ 監査の目的 

地方自治法第１９９条第１項及び第５項の規定に基づき、市の事務事業の執

行に係る工事について、当該工事の設計・施工・契約等が適正に行われている

かを主眼に監査を実施した。 

 

第２ 監査対象工事及び監査対象課 

 令和３年度に施工した工事のうち、次の６つの工事を監査対象工事とした。 

                              （単位：円） 

監査対象工事 契約方法 契約金額 工事担当課 

同報系防災行政無線親局更新工事 随意契約 43,450,000 危機管理課 

定住促進住宅建設工事 二重地区建設

工事 
一般競争 75,581,000 美麻支所 

社会資本交付金舗装修繕工事 市道木

崎野口泉線 
一般競争 20,735,000 建設課 

農業用施設 農水長寿防減災事業 農河

川工作物対策工事 久保・冬水堰地区 
一般競争 27,270,000 建設課 

大町温泉郷配湯管布設替工事 6 工区 一般競争 27,423,000 上下水道課 

公営簡易水道事業 電気計装更新工事 一般競争 26,444,000 上下水道課 

 

第３ 監査の期日及び場所 

 期日 令和４年５月１８日、５月２０日 

 場所 議会棟第１会議室及び現地 

 

第４ 監査の方法 

監査にあたっては、計画設計、仕様、積算、契約事務、支出事務、施工管理及

び検査等が適正に行われているかについて、関係書類を調査するとともに契約

担当課及び工事担当課職員から説明を聴取した。 

 また、現地において担当職員の立会いを求め実地調査を行った。 

 

第５ 監査の結果 

関係書類調査及び現地における実地調査により監査した結果、一部において

改善及び検討を要する事項があったものの、概ね適正であると認められた。 

なお、個別の意見は別記のとおりである。 
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工事監査調書 

工事名 同報系防災行政無線親局更新工事 

事業目的 
市民の生命財産の安全を確保するために、災害時等における情報伝達の迅速・正

確・円滑性を図る。 

事業費 ４３，４５０，０００円 

財源状況 単費（緊急防災事業債） 

施工業者 （株）日立国際電気長野営業所 

契約方法 随意契約（地法自治法施行令第１６７条の２第１項第２号） 

工事概要 

・操作卓更新 
・多重無線廃止及び親局無線送受信装置設置（アプローチ回線変更） 
・中継局無線送受信装置更新 
・大町消防署の既設遠隔制御装置撤去及び外部起動付き遠隔制御装置の設置 

監督員 消防防災課消防防災係 主事 足立匠 

手続等 

・起工伺 ３．４．２８ ・業者選定委員会 ３．５．１３ 施工伺 ３．５．１８  
・見積依頼 ３．５．１８ ・予定価格調書 ３．５．１８ ・見積書提出 ３．６．２  
・請負契約締結 ３．６．２ ・工期 ３．６．２～４．３．３１  
・前金払 ３．７．５ １７，０００，０００円 ・しゅん工年月日 ４．２．２５  
・しゅん工検査日 ４．３．８ ・しゅん工検査員 農林水産課長  
・精算払 ４．３．２５ ２６，４５０，０００円 

意見 

１ 当該工事は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号を適用し、「一者随意

契約」が行われているが、既存システムとの密接性等から「契約の目的物が特定の

者でなければ納入できないものである」と認められることから、随意契約は適切であ

ったと判断する。 

２ 随意契約は事務手続きが簡略で、契約の目的や内容に合わせて業者を選定す

ることができる反面、その運用を誤ると、公平性が欠如し相手方の固定化や価格の

高止まりなど、公正な取引の確保を損なう可能性があることから次の点に留意され

運用されたい。 

① 工事主管課が作成した随意契約理由は、「熟知している」、「精通している」を理

由としているが、その者しか履行できないとする具体的かつ合理的な根拠を明記さ

れたい。 

② 起工伺に示された設計金額の積算根拠及び予定価格の設定根拠を明確にさ

れたい。 

③ 事前に聴取した参考見積を基に、その後の価格交渉を経て予定価格を調製し

ているが、それらの経緯を明らかにした書類を整備保存されたい。 

④ 企画財政課が作成した「随意契約のガイドライン」の庁内徹底を図るとともに随

意契約の際に特定の者が提出した見積金額（契約金額）の妥当性を精査するしく

みを検討されたい。 
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工事監査調書 

工 事 名 令和３年度 定住促進住宅建設事業 二重地区建設工事 

事業目的 
過疎化・高齢化が進む美麻地区において、住環境を整備し、若者を中心に定住の

促進を図ることで、人口増及び地域の活性化を推進するため。 

事 業 費 ７５，５８１，０００円 （当初７５，２４０，０００ 変更増３４１，０００円） 

財源状況 単費（過疎債５９，１００，０００円） 

施工業者 （株）岡澤組 

契約方法 事後審査型一般競争入札（電子入札）最低制限価格適用 

工事概要 
定住促進住宅の建設 
木造２階建て１戸建て（建築面積６２．９３㎡・延床面積７９．４８㎡）３棟建設 

監 督 員 美麻支所 産業建設係 主任 高橋大樹 

手 続 等 

・起工伺 ３．５．２０ ・業者選定委員会 ３．５．２５ ・施行伺 ３．５．２７ 
・一般競争入札公告 ３．５．２７（電子入札 建築工事Ｂ級以上 市内本店） 
・落札予定価格（税抜） ６８，４５０，０００円 ・最低制限価格（税抜） ６２，３４５，０４
６円  
・入札 ３．６．２３ （２者） ・入札参加資格要件審査・落札者決定 ３．６．２４ 
・請負契約締結 ３．６．３０ ・工期 ３．６．３０～３．１２．２４  
・前金払 ３．１０．５ ３０，０９６，０００円 ・変更契約１ ３．１２．１０ 工期延長～４．
２．１４  
・変更契約２ ４．１．２４ ３４１，０００円増 ・しゅん工年月日 ４．２．１４  
・しゅん工検査日 ４．２．２８ ・しゅん工検査員 消防防災課長  
・精算払 ４．３．２５ ４５，４８５，０００円 

意 見 

１ 工事関係については特段の意見はない。 

２ 本事業により整備された定住促進住宅は、応募者数が多く子育て世代の入居に

より、地域や学校等の活性化に大きな効果をもたらしているものと判断できる。 

３ 新行及び二重地区に建設された本住宅は、既存集落のはずれにあり民家と距

離があるため、地元住民との交流が促進されにくい面があるのではないかと思われ

る。自治会等の地域活動に積極的に参加することを入居資格としていることからも、

今後建設地を検討する際には、個人のプライバシー等に配慮しつつ、移住者が早

期に地域に溶け込めるような用地選定を工夫されたい。 

４ 本住宅は市内在住者も応募可能となっているが、公営住宅法に基づかない市単

独の住宅でもあることから、人口をより確保する観点から、入居者の資格を市外在

住者に限るなどの見直しを検討されたい。 
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工事監査調書 

工 事 名 
令和２年度（繰越） 社会資本整備総合交付金事業 舗装修繕工事 

常盤 泉 市道木崎野口泉線 

事業目的 

「大町市舗装長寿命化修繕計画（平成２９年度策定）」に基づき、早急に補修が必

要な路線として位置づけられた当該区間の舗装修繕を実施し、安全で快適な道路

環境の保全を図る。 

事 業 費 ２０，７３５，０００円（当初２０，４６０，０００円 変更増２７５，０００円） 

財源状況 
社会資本整備総合交付金   １０，２００，０００円 

一般財源             １０，５３５，０００円 

施工業者 （株）傳刀組 

契約方法 事後審査型一般競争入札 最低制限価格適用 

工事概要 

舗装修繕工 Ｌ＝１４５．０ｍ Ｗ＝７．０～１０．４ｍ Ａ＝１，１８０㎡ 
表層工（再生密粒土ＡＳ２０Ｆ） ｔ＝５㎝ 
基層工（再生粗粒土ＡＳ２０）   ｔ＝５㎝ 
路上再生路盤工（セメント・ＡＳ乳剤） ｔ＝２０ｃｍ 

監 督 員 建設課建設係 主査 太田裕元 

手 続 等 

・起工伺 ３．４．１３ ・業者選定委員会 ３．４．２７ ・施行伺 ３．５．６ 
・一般競争入札公告 ３．５．６（電子入札 舗装工事Ｂ級以上 市内本店） 
・落札予定価格（税抜） １８，９２０，０００円 ・最低制限価格（税抜） １６，５３０，９６
６円  
・入札 ３．５．２６（４者） ・入札参加資格要件審査、落札者決定 ３．５．２８ 
・請負契約締結 ３．６．３ ・工期 ３．６．３～３．９．１７  
・変更契約 ３．９．１３ ２７５，０００円増 ・しゅん工年月日 ３．９．１７  
・しゅん工検査日 ３．９．２７ ・しゅん工検査員 消防防災課長  
・しゅん工払 ３．１０．５ ２０，７３５，０００円 

意 見 

１ 設計書の認定及び起工伺の決裁者（専決者）が、支出負担行為の決裁権者と異

なっていたので、専決範囲について精査されたい。 

２ 市事務専決代決規程では、「支出負担行為」や「支出命令」、「しゅん工検査」に

おける決裁（専決）区分は明確化されているものの、「設計図書の認定」や「予定価

格の決定」「最低制限価格の決定」などについては特段の定めがないので、こうし

た工事執行にかかわる決裁区分について明確化するよう検討されたい。 

 

  

  



5 

 

工事監査調書 

工 事 名 
農業水路等長寿命化・防災減災事業 農業用施設管理事業  

農業用河川工作物対策工事 久保・冬水堰地区 

事業目的 

昭和３４年に設置された久保・冬水堰は、県営ほ場整備により現在は使用されてい

ない。平成３０年７月に発生した豪雨災害の影響により、施設の一部が破損したた

め、河川管理者である県と協議をしたところ、撤去の指示を受け撤去工事を行うも

の。 

事 業 費 ２７，２７０，０００円（当初２４，２００，０００円 変更増３，０７０，０００円） 

財源状況 国５５％ 県４２％ 市３％ 

施工業者 （有）新生興業 

契約方法 事後審査型一般競争入札（電子入札） 最低制限価格適用 

工事概要 
久保・冬水堰 Ｌ＝２０７ｍ 
コンクリート充填工一式 
ブロック堤体工２．０型×３～５単位 Σｎ＝６８個 

監 督 員 建設課 農地整備係 技師補 勝野絢斗 

手 続 等 

・起工伺 ３．９．９ ・業者選定委員会 ３．８．２４ ・施行伺 ３．９．１ 
・一般競争入札公告 ３．９．２２（電子入札 土木工事Ｃ級以上 市内本店） 
・落札予定価格（税抜） ２４，７７０，０００円 ・最低制限価格（税抜） ２１，９６４，１４
０円  
・入札 ３．１０．１３（４者） ・入札参加資格要件審査・落札者決定 ３．１０．１５ 
・請負契約締結 ３．１０．２０ ・工期 ３．１０．２０～４．３．４  
・前金払 ３．１２．３ ９，６００，０００円 ・変更契約１ ４．２．１７ ３，０７０，０００円増  
・しゅん工年月日 ４．３．４ ・しゅん工検査日 ４．３．１４ 
・しゅん工検査員 学校教育課長 ・精算払 ４．３．２５ １７，６７０，０００円 

意 見 

１ 起工伺及び施工伺の起案日を精査されたい。 

２ 契約保証金は市財務規則第１２４条に基づき、金融機関の担保の提供をもって

代えているが、金融機関から提出された保証書の写しを請負契約書に添付保存さ

れたい。 

３ 契約金額５００万円以上の請負契約の場合は契約保証金を適用しているが、市

財務規則においてその根拠が明確とされていないので精査されたい。 
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工事監査調書 

工事名 令和２年度（繰越）温泉供給事業 大町温泉郷配湯管布設替工事６工区 

事業目的 老朽化した大町温泉郷配湯管の布設替え（布設後４５年経過） 

事 業 費 ２７，４２３，０００円（当初２６，４００，０００円 変更増１，０２３，０００円） 

財源状況 単費（北アルプス山麓仁科の里整備基金） 

施工業者 金森建設（株） 

契約方法 事後審査型一般競争入札（電子入札）最低制限価格適用 

工事概要 

温泉配湯管布設替工事 
 ＧＮＧ‑０２（波付鋼管がい装断熱二重架橋ポリエチレン管） 
 φ１２５ Ｌ＝１５５．０ｍ 
 φ ５０ Ｌ＝ ５０．８ｍ 

監 督 員 上下水道課 温泉係兼水道施設係  主任 西澤隼一 

手 続 等 

・起工伺 ２．９．１１ ・業者選定委員会 ２．９．２３ ・施行伺 ２．９．２４ 
・一般競争入札公告 ２．９．２４（電子入札 水道施設工事Ｂ級以上 市内本店） 
・落札予定価格（税抜） ２４，１８０，０００円 ・最低制限価格（税抜） ２１，３３８，５２
７円  
・入札 ２．１０．１４ （２者） ・入札参加資格要件審査 ・落札者決定 ２．１０．１６ 
・請負契約締結 ２．１０．２１ ・工期 ２．１０．２２～３．３．２６  
・前金払 ２．１２．２５ １０，５６０，０００円 ・変更契約１ ３．３．２２  
・工期延長～３．４．３０ ・変更契約２ ３．４．１６ 変更増１，０２３，０００円 
・しゅん工年月日 ３．４．３０ ・しゅん工検査日 ３．５．１３ ・しゅん工検査員 建設
課長 
・しゅん工払 ３．６．４ １６，８６３，０００円 

意 見 

１ 設計書は市長、起工伺は副市長、予定価格は部長と、それぞれ決裁（専決）権

者が異なっていたので精査されたい。 

２ 本事業は平成２７年度より着手し令和６年度に完了予定であるが、漏湯量の減少

状況や全体の流量変化等、これまでの事業効果を分かり易く検証されたい。 
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工事監査調書 

工 事 名 令和３年度 大町市公営簡易水道事業 電気計装更新工事  

事業目的 
美麻簡水の監視装置と上水道の監視装置の統一化を図る。 

（クラウド化、Ｒ２八坂簡水・上水道整備済） 

事 業 費 ２６，４４４，０００円（当初２６，７３０，０００円 変更減２８６，０００円） 

財源状況 単費（簡水債５０％ 過疎債５０％） 

施工業者 中信アスナ（株） 

契約方法 事後審査型一般競争入札（電子入札）最低制限価格適用 

工事概要 
遠隔監視装置設置 … ８ 箇所 
計装盤         … １ 箇所 

監 督 員 上下水道課 水道施設係 主査 倉科芳久 

手 続 等 

・起工伺 ３．５．１９ ・業者選定委員会 ３．５．２５ ・施行伺 ３．５．２７  
・一般競争入札公告 ３．５．２７（電子入札 電気通信工事総合評定８００点以上 
大北、安曇野市、松本市） 
・落札予定価格（税抜） ２６，２６０，０００円 ・最低制限価格（税抜） ２４，１４２，６９
８円  
・入札 ３．６．１６ （２者） ・入札参加資格要件審査 ・落札者決定 ３．６．１７ 
・請負契約締結 ３．６．２１ ・工期 ３．６．２１～４．１．２８ 
・変更契約１ ３．１２．２４ 工期延長～４．３．２５  
・変更契約２ ４．２．１６ 変更減２８６，０００円 
・しゅん工年月日 ４．３．２５ ・しゅん工検査日 ４．４．１５ 
・しゅん工検査員 建設課長 ・しゅん工払 ４．６．４ ２６，４４０，０００円 

意 見 

  従来の監視方式は 、担当者が登庁しなければ異常事態が把握できなかった

が、整備された新システムは、ＩＣＴ通信技術を活用しクラウドサービスを通じて携帯

端末等により、いつでもどこでも監視・管理することができるようになった。 

 本事業により市内全域にわたり、上水道ならびに簡易水道の監視装置の統一化

が図られ、漏水等の緊急事態には迅速な初動対応が可能となり、住民サービスの

向上が期待できる。また、維持管理面においても通信料が約３５％削減することが

できたなど経費削減も図られている。 

 この新システムを有効活用し、業務の効率化を進めるとともに更なる安定供給に向

け努められたい。 

 

  

 

 


